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３ 事業計画 

（１）施設計画 

 ア 利用施設計画 

（ア）集団施設地区 

 次の集団施設地区を追加する。 

（表 10：集団施設地区表） 

番号 名称 区域 計画目標 整備計画区・基盤施設 整備方針 面積（ha） 備考 

１ 種差海岸 青森県八戸市大字鮫

町の一部 

 本地区は、広大なシバ草原が特徴の、本公園の

北の玄関口となる主要な利用拠点であり、八戸市

街地からも到達しやすい。 

シバ草原の探勝や海岸景観の観賞の利用拠点、

東北太平洋岸自然歩道の中継地、自然の恵みと脅

威を学ぶ場として整備を進める。 

種差海岸整備計画区  シバ草原及び海岸景観を維持し快適な探勝利用を図

るため、展望に適した場所には展望施設や園地を配置す

る。また、当該地域の利用案内、東北太平洋岸自然歩道

に関する情報提供の場、自然の恵みを活かした地域固有

の文化や自然の脅威を学ぶ場として案内所を整備する

とともに、利用者の休憩に供する休憩所や滞在利用のた

めの野営場を整備する。 

車利用が多いことから適切な規模の駐車場を確保す

るとともに、利用者の交通安全や近隣住民への配慮のた

め、適切かつ安全な利用者動線を確保する。 

 施設の整備に当たっては、ユニバーサルデザインを積

極的に導入し、周囲の風致景観との調和や災害時の避難

誘導等に配慮するとともに、地域の伝統的技術や素材、

再生可能エネルギー等を活用する。また、災害廃棄物由

来の再生資材等の有効活用により、東日本大震災からの

復興に貢献する。 14.9

 

面  積  計 

国 公 私  

8.9 1.0 5.0

14.9
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宮古姉ヶ崎集団施設地区を、次のとおり変更する。 

（表 11：集団施設地区表） 

番号 名称 区域 計画目標 整備計画区・基盤施設 整備方針 面積（ha） 備考 

２ 宮古姉ヶ崎 岩手県宮古市大字崎

鍬ヶ崎及び大字崎山

の各一部 

 本地区は、南北に細長い本公園の中央部に位置

する宮古市内にあり、アカマツ、ミズナラ等の自

然植生がよく残された段丘上の樹林地と東日本大

震災で浸水した中の浜からなる主要な利用拠点で

ある。それらの植生とそこに生息する動物類、海

岸で繁殖する海鳥類等、豊かな自然環境の中に滞

在し自然を探勝する利用拠点として整備を進め

る。 

また、中の浜は被災した野営場の一部施設を活

用し、自然の脅威を学ぶ場として整備を進める。 

中の浜整備計画区  地区の西側に位置する計画区である。自然の脅威を学

ぶ場とするため、東日本大震災により被災した野営場の

一部施設を遺構として保存し、周囲を園地として整備す

る。 

 施設の整備に当たっては、ユニバーサルデザインを積

極的に導入し、周囲の風致景観との調和や災害時の避難

誘導等に配慮するとともに、地域の素材、再生可能エネ

ルギー等を活用する。また、災害廃棄物由来の再生資材

等の有効活用により、東日本大震災からの復興に貢献す

る。 7.0

一般計画 

昭 47.10.18 決定 

平６.11.７変更 

 

区域 

昭 47.10.18 指定 

平６.11.７変更 

 

詳細計画 

昭 47.10.18 決定  

平６.11.７変更 姉ヶ崎整備計画区  地区の東側に位置する計画区である。地区内に滞在し

自然をじっくりと探勝するために必要な宿舎を、浄土ヶ

浜からの風致上の支障にならないよう留意して整備す

る。また、自然情報等を提供する博物展示施設や駐車場

を整備するとともに、多様な利用形態に対応するため芝

生広場を整備する。また、災害時にも活用可能なオート

キャンプ場を整備する。 

 施設の整備に当たっては、ユニバーサルデザインを積

極的に導入し、周囲の風致景観との調和に配慮するとと

もに、地域の素材、再生可能エネルギー等を活用する。

また、災害廃棄物由来の再生資材等の有効活用により、

東日本大震災からの復興に貢献する。 23.6

道路(歩道)  地区内の各施設を連絡するとともに、海岸景観や四季

の特徴ある動植物を観賞するための歩道として整備す

る。 -

面積計 

国 公 私 

- 30.6 -

30.6
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浄土ヶ浜集団施設地区を、次のとおり変更する。 

（表 12：集団施設地区表） 

番号 名称 区域 計画目標 整備計画区・基盤施設 整備方針 面積（ha） 備考 

３ 浄土ヶ浜 岩手県宮古市鍬ヶ崎

の一部 

 本地区は、本公園の中央部に位置し、宮古市街か

ら到達しやすく、最も来訪者の多い利用拠点であ

る。これらの特性を勘案し、誰もが手軽に自然探勝

が行えるよう整備を進める。 

浄土ヶ浜整備計画区  自然探勝利用の促進を図るため、展望や休憩に適した

場所には展望園地、休憩所等を配置する。宿舎は極力風

致への影響を少なくするよう留意して整備する。宮古市

街及び国道からの利用者の円滑な導入を図るため、車道

の改良等を行う。本地区への主たる交通手段はバス及び

マイカーであり、奥浄土ヶ浜に至る車道はマイカー規制

を実施していることから、区域外の利用拠点や交通体系

との連携にも配慮して、駐車場を適切に配置する。駐車

場から奥浄土ヶ浜や臼木山等の主要興味地点及び船着場

への利用動線を確保するため、地区内の各施設を連絡す

るとともに海岸景観を観賞するための歩道を整備する。 

 施設の整備に当たっては、ユニバーサルデザインを積

極的に導入し、周囲の風致景観との調和や災害時の避難

誘導等に配慮するとともに、地域の素材、再生可能エネ

ルギー等を活用する。また、災害廃棄物由来の再生資材

等の有効活用により、東日本大震災からの復興に貢献す

る。 64.2

一般計画 

昭 30.５.２決定 

平６.11.７変更 

 

区域 

昭 32.10.１指定 

平６.11.７変更 

 

詳細計画 

昭 41.８.26 決定 

昭 50.２.21 変更 

平６.11.７変更 

面積計 

国 公 私 

- 63.7 0.5

 64.2
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碁石海岸集団施設地区を、次のとおり変更する。 

（表 13：集団施設地区表） 

番号 名称 区域 計画目標 整備計画区・基盤施設 整備方針 面積（ha） 備考 

４ 碁石海岸 岩手県大船渡市末崎

町の一部 

 本地区は、断崖や水道等の変化に富んだ海食崖

とクロマツ・アカマツ林が良好な風致を形成する

公園南部の主要な利用拠点である。キャンプ等の

野外レクリェーションに重点をおいた滞在利用の

拠点として、また自然探勝利用の拠点として整備

を進める。 

碁石海岸整備計画区  滞在利用の拠点として、快適に利用できるよう野営場

を整備する。野営場は、災害時にも活用可能なオートキ

ャンプ場とする。 

自然探勝利用の促進を図るため、当該地区の利用案

内、自然情報の提供、自然の恵みと脅威を学ぶ場として

案内所を整備するほか、展望に適した場所には展望施設

や遊歩道等を整備する。 

施設の整備に当たっては、ユニバーサルデザインを積

極的に導入し、周囲の風致景観との調和に配慮するとと

もに、地域の伝統的技術や素材、再生可能エネルギー等

を活用する。また、災害廃棄物由来の再生資材等の有効

活用により、東日本大震災からの復興に貢献する。 55.3

一般計画 

昭 39.６.１決定 

平６.11.７変更 

 

区域 

平６.11.７指定 

 

詳細計画 

平６.11.７決定 

面積計 

国 公 私 

- 31.4 23.9

55.3
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気仙沼大島集団施設地区を、次のとおり変更する。 

（表 14：集団施設地区表） 

番号 名称 区域 計画目標 整備計画区・基盤施設 整備方針 面積（ha） 備考 

５ 気仙沼大

島 

宮城県気仙沼市大初

平及び外畑の各一部 

 本地区は、気仙沼湾に浮かぶ東北地方最大の有人

島である気仙沼大島の東岸に位置する主要な利用

拠点である。公園南部の特徴ある自然とのふれあい

を深めるため、キャンプや自然体験を推進するとと

もに、宿舎、自然探勝路等の有機的な連携を図り、

快適な自然探勝ができる滞在型拠点として整備を

進める。 

気仙沼大島整備計画区  宿舎を中心に園地、野営場等を整備する。これらの施

設と駐車場、自然体験施設（田中浜）等の施設間の連絡

を良好に保ち、また、快適な自然探勝利用ができるよう、

周辺に自然観察路や案内施設等を整備する。自然観察路

は、災害時の避難路として利用されることにも配慮した

整備を行う。野営場は、災害時にも活用可能なオートキ

ャンプ場とする。 

施設の整備に当たっては、ユニバーサルデザインを積

極的に導入し、周囲の風致景観との調和や災害時の避難

誘導等に配慮するとともに、地域の素材、再生可能エネ

ルギー等を活用する。また、災害廃棄物由来の再生資材

等の有効活用により、東日本大震災からの復興に貢献す

る。 

 65.8

一般計画 

昭 49.２.６決定 

平６.11.７変更 

 

区域 

昭 49.２.６指定 

平６.11.７変更 

 

詳細計画 

昭 49.２.６決定 

平６.11.７決定 

面積計 

国 公 私 

1.7 48.5 15.6

65.8
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（イ）単独施設 

次の単独施設を追加する。 

（表 15：単独施設表） 

番号 種類 位置 整備方針 

１ 園地 青森県八戸市（蕪島） ウミネコ観察、風景観賞及び本公園の玄関口としての案内機能を有する園

地として整備する。 

２ 宿舎 青森県八戸市（鮫角） 種差海岸階上岳地域の探勝及び東北太平洋岸自然歩道の利用者のための滞

在拠点として整備する。 

３ 園地 青森県八戸市（葦毛崎） 太平洋、海岸景観、階上岳、鮫角灯台等の風景を展望するための園地とし

て整備する。 

４ 園地 青森県八戸市（白浜） 海水浴をはじめとする自然とふれあうための園地として整備する。 

５ 園地 

 

青森県八戸市（高岩） 太平洋、海岸景観、階上岳等の風景を展望するための園地として整備する。

６ 園地 青森県三戸郡階上町（大蛇） 釣り、磯遊び等の野外レクリエーションに活用される園地として整備する。

７ 園地 青森県三戸郡階上町（小舟渡） シバ草原でのピクニック、海岸景観と海岸植生の探勝のための園地として

整備する。 

８ 園地 青森県三戸郡階上町（寺下観音） 寺下観音周辺の文化景観と自然景観の織りなす風景を探勝するための園地

として整備する。 

９ 

 

園地 青森県三戸郡階上町（階上岳山頂） 階上岳山頂周辺からの八甲田連峰、太平洋、北上山地の山々等の展望及び

周辺の自然探勝のための園地として整備する。 

10 野営場 青森県三戸郡階上町（階上岳山頂） 階上岳の探勝及び東北太平洋岸自然歩道の利用者のための滞在拠点として

整備する。 
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次の単独施設を削除する。 

（表 16：単独施設削除表） 

番号 種類 位置 告示年月日 理  由 

５ 園地 岩手県大船渡市（長磯） 平成６年 11 月７日 東日本大震災により計画地の危険性が指摘され、整備の見込みが

なくなったため。 

６ 宿舎 岩手県大船渡市（長磯） 平成６年 11 月７日 東日本大震災により計画地の危険性が指摘され、整備の見込みが

なくなったため。 

７ 舟遊場 岩手県大船渡市（長磯） 平成６年 11 月７日 東日本大震災により計画地の危険性が指摘され、整備の見込みが

なくなったため。 

８ 水族館 岩手県大船渡市（長磯） 平成６年 11 月７日 東日本大震災により計画地の危険性が指摘され、整備の見込みが

なくなったため。 

 

 

（ウ）道路 

 a 車道 

 次の車道を追加する。 

（表 17：道路（車道）表） 

番号 路線名 区間 主要 

経過地 

整備方針 

１ 蕪島白浜線 起点－青森県八戸市（小舟渡平） 

終点－青森県八戸市（白浜・国立公園境界） 

 葦毛崎園地への到達路、及び

車道沿線からの種差海岸の景

観観賞路として整備する。 
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番号 路線名 区間 主要 

経過地 

整備方針 

２ 階上岳線 起点－階上岳（鳥谷部字福立沢・国立公園境界） 

終点－階上岳（鳥谷部字長峰・国立公園境界） 

 

起点－階上岳（鳥谷部字行人・国立公園境界） 

終点－階上岳（大開平） 

 階上岳山頂園地への到達路

として整備する。 

 

 

b 歩道 

次の歩道を追加する。 

（表 18：道路（歩道）表） 

番号 路線名 区間 主要 

経過地 

整備方針 

１ 東北太平洋岸

自然歩道線 

起点－青森県八戸市（蕪島） 

終点－青森県三戸郡階上町（榊） 

 

起点－青森県三戸郡階上町（小舟渡） 

終点－青森県三戸郡階上町（小舟渡・国立公園境界） 

 

起点－青森県三戸郡階上町（鳥屋部・国立公園境界）  

終点－青森県三戸郡階上町（階上岳山頂） 

 

起点－青森県三戸郡階上町（つくし森・歩道合流点） 

終点－青森県三戸郡階上町（大開平・歩道合流点） 

 風景（自然・人文景観）、歴

史、文化などの奥深さを知り、

体験することのできる東北太

平洋岸自然歩道として、また種

差海岸階上岳地域の景観、自然

環境、文化を探勝するための歩

道として整備する。 
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（エ）運輸施設 

次の運輸施設を追加する。 

（表 19：運輸施設表） 

番号 路線名 種類 位置又は区間 主要 

経過地 

整備方針 

１ 羅賀北山崎線 船舶運送施

設 

起点－岩手県下閉伊郡田野畑村（羅賀）

終点－岩手県下閉伊郡田野畑村（机）

起点－岩手県下閉伊郡田野畑村（机）

終点－岩手県下閉伊郡田野畑村（羅賀）

北山崎、羅賀・

平井賀海岸、弁

天崎等 

 北山崎を始めとする豪壮な断崖景観及

び白亜紀の地層を観賞する手段として整

備する。 

２ 碁石海岸線 船舶運送施

設 

起点－岩手県大船渡市（碁石海岸集団

施設地区） 

終点－岩手県大船渡市（碁石海岸集団

施設地区） 

碁石海岸集団施

設地区、穴通磯

等 

碁石岬、雷岩・乱曝谷、穴通磯等の海

岸景観を観賞する手段として整備する。

 


